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今後の瀬戸内海の水環境の在り方懇談会資料 

 
【発表者：国土交通省国土技術政策総合研究所沿岸海洋研究部 海洋環境研究室長 古川恵太】 

項 目 内 容 

1.発表テーマ 

 

順応的管理に基づく海の再生プロジェクト 

－海域のＷｉｓｅＵｓｅを目指して－ 

 

2.課題 

 

 

 

公的に管理され、「水」という媒体で連続的に満たされている「海域」

における保全と開発は、二者択一で論じられるべきテーマではなく、より

豊かな市民生活を目指すために、両者の立場を包括する広義の「再生」や

「利用」の視点で論じることが必要なのではないかと考えています。 

 

3.対応（提案） 

 

 

 

港湾局では「海の再生プロジェクト」として、沿岸域における再生・

利用を多様な主体とともに実現する政策パッケージを実施しています。特

に、大阪湾再生推進会議が提唱する大阪湾再生行動計画（H15-26）、広島

湾再生推進会議が提唱する広島湾再生行動計画(H18-29)、さらには、国土

交通省中国地方整備局と水産庁漁港漁場整備部が共同で策定した瀬戸内

海環境修復計画(H16-37)等は瀬戸内海における再生の包括的指針となり

えるものであり、こうした大きな目標の元、個別具体の再生施策を推進し

ていくことが重要です。 

特に、深くて要素の多い海の再生のための施策の計画・設計・施工・

管理においては、多様な主体との十分な合意形成、順応的管理手法による

柔軟かつ堅牢な目標達成に向けた努力が必要です。 

浚渫土砂の有効活用（干潟造成、深堀り修復）、環境共生型護岸、防災

拠点における緑地・海浜の整備、海洋環境の保全・創出、海洋汚染の防除

（漂流・漂着ゴミの回収）、海洋情報の収集・利活用等の海域対策を多様

な主体との連携により実施していく体制づくりが重要と思います。 

 

4.今後の瀬戸内海の

方向性について 

 

 

 

多様な再生・利用のメニューが地理的に稠密に混在する瀬戸内海にお

いては、海の再生プロジェクトのような、包括的かつ統合的な管理体制の

確立が望ましいと思います。ただし、トップダウン型の管理体制ではなく、

個別の取り組みをボトムアップ型で積み上げ、それらを緩やかに包括する

目標の元、情報共有（環境情報や再生方策等）、意見交換（科学的現状把

握や現場での知恵等）、相互調整（協働型事業・取り組みの推進等）のた

めの機関となることが望ましいと考えます。 

 

＊上記の内容で各分野における内容を説明していただき、懇談会委員と意見交換を行います。 
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